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平成 27年 2月 12日 

各 位 

会 社 名  ネクストウェア株式会社 

代表者名  代表取締役社長  豊田 崇克 

（コード番号 4814） 

問合せ先  代表取締役副社長 田 英樹 

（TEL 06－6281－9866） 

 

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び 

新株予約権の発行に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、第三者割当により発行されるネクストウェア株式会社

第 1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株

予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本付属新株予約権」といいます。）

およびネクストウェア株式会社第 8回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行を行うことにつ

いて決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本新株予約権付社債と本件新株予約権の発行

を併せて「本件第三者割当」といいます。 

 

１．募集の概要 

＜本新株予約権付社債＞ 

（１） 払 込 期 日 平成 27年 3月 3日 

（２） 新株予約権の総数 36個（新株予約権の目的となる株式の数：1個当たり 27,173株） 

（３） 
社債及び新株予約権の

発 行 価 額 

本新株予約権付社債：各社債の発行価額は、5,000,000円（額面 100円に

つき 100円）です。 

本付属新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 
978,228株 

（５） 資 金 調 達 の 額 180,000,000円 

（６） 転 換 価 額 184円 

（７） 行 使 期 間 平成 27年 3月 4日から平成 29年 3月 3日 

（８） 割 当 予 定 先 
第三者割当により全額をドリーム 7号投資事業有限責任組合（以下「本引

受人」といいます。）に割り当てます。 

（９） 利率及び償還期日 
利率：0.00％ 

償還期日：平成 29年 3月 3日(注) 

（10） 償 還 価 額 額面 100円につき 100円 

（11） そ の 他 
上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを

条件といたします。 

(注)繰上償還 

① 本新株予約権付社債の発行日から償還期日までの間、株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株

式の普通取引の終値が 10 営業日（終値（気配値を含む。）のない日を除く。）連続して本付属新株予約権の転換価額

の 50％（92 円）を下回った場合、本新株予約権付社債の社債権者は保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を

額面 100円につき金 100円で繰り上げ償還することを当社に対して請求することができます。 

② 本新株予約権付社債の発行日から 20 営業日経過後、株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株

式の普通取引の終値が 10 営業日（終値（気配値を含む。）のない日を除く。）連続して本付属新株予約権の転換価額

の 135％となる 248円を超過した場合、当社は本新株予約権付社債の全部又は一部を額面 100円につき金 100円で償

還することができます。 
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＜本新株予約権＞ 

（１） 割 当 日 平成 27年 3月 3日 

（２） 新株予約権の総数 40個（新株予約権の目的となる株式の数：1個当たり 27,800株） 

（３） 発 行 価 額 本新株予約権 1個あたり 50,000円 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 
1,112,000株 

（５） 資 金 調 達 の 額 

222,176,000円 

（内訳） 新株予約権の発行による調達額： 2,000,000円 

 新株予約権の行使による調達額： 220,176,000円 

（６） 行 使 価 額 1個当たり 5,504,400円（新株予約権の目的となる株式 1株あたり 198円） 

（７） 行 使 期 間 平成 27年 3月 4日から平成 29年 3月 3日(注) 

（８） 募集または割当て方法 第三者割当の方法によります。 

（９） 割 当 予 定 先 本引受人 

（10） そ の 他 
上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを

条件といたします。 

(注)取得条項 

当社は、本新株予約権の割当日から 20営業日経過後、株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普

通株式の普通取引の終値が 10営業日（終値（気配値を含む。）のない日を除く。）連続して本新株予約権の行使価

額の 135％である 267円を超過した場合で、かつ、当社第 1回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部が償還ま

たは株式転換されている場合には、本新株予約権 1個につき本新株予約権 1個当たりの払込価額と同額で、本新株

予約権の全部又は一部を取得することができます。 

 

２．本新株予約権付社債及び本新株予約権発行の目的及び理由 

（１）資金調達の主な目的、背景 

当社グループは、ＩＴを通じて顧客企業の利益の最大化を図るために、顧客企業のシステム環境を徹底的

に理解したうえで、業務分析からコンサルティング設計、製造、運用までをワンストップで提供する事業を

行っております。また、自治体向け地方税滞納整理・収納支援システムの導入をはじめ、ケーブルテレビ業

界においてトップシェアのケーブルテレビ事業者向け施設設計支援システムなど、高い専門性を備えた自社

パッケージによるソリューションサービスを提供することで、既存顧客からの継続的な受注に加え、積極的

に新規顧客を開拓しております。 

当社グループが所属する情報サービス業界は、日々イノベーションがみられ、最新技術の習得は、高度な

情報サービスを提供するための要諦と言えます。当社グループにおいても、これら最新技術を基盤として、

ウェラブル端末（注 1）やモバイル端末の普及によるランダムな情報発信や、顧客企業の設備機器等から発信

される膨大な情報など、クラウド環境がもたらす数十テラバイトから数ペタバイトにも及ぶビッグデータ（注

2）に対して、当社独自のデータマイニング技法（注 3）を使った解析ソリューションの提供や、老朽化してい

るソフトウェア資産を最新のアーキテクチャー（注 4）に変換するモダナイズ技法（注 5）の提供など、今後、

大きく成長が期待されるクラウド・ソリューションの事業化へと準備を進めて参りました。 

 

（注１） ウェラブル端末： 身に着けて持ち歩くことが可能な端末機器をいいます。 

（注２） ビッグデータ： 従来のデータベースでは処理することが困難なほど巨大で複雑なデータの集合体であ

り、量的側面だけでなく社会の問題解決や企業業務の付加価値の創出が期待されております。 

（注３） データマイニング技法： 統計やパターン認識などデータ解析技術、大量データに網羅的に利用するこ

とで一定の規則を取り出す技法をいいます。 

（注４） アーキテクチャー： コンピュータの仕様や基本設計をいいます。 

（注５） モダナイズ技法： 世代によって古い技術で開発されたシステムや方法論を最新の要素技術を使って現

代的なシステムへと作り変える技法をいいます。 
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他方、当社グループは、官公系の企業を顧客に持つ子会社をはじめ、年度末に業績が集中する傾向にあり

ます。とくに大規模な受託開発ではこの傾向が顕著であるため、先述した解析ソリューションやモダナイズ

など大規模な受託開発を伴うサービスを提供するためには、受注から納品までの一定期間において十分な資

金の確保が求められます。また、技術革新に必要な研究開発費、高度な専門性を有する人材開発費など、旺

盛な資金需要の手当が必要となります。 

当社は、３．（２）に記載するような新規の受注を受けることができ、また、それ以外にも複数の取引先

から、新規受託開発についての強い引き合いを受けております。これらは、今後、高い成長性が見込めるも

のの、専門かつ高度なＩＴ技術者の育成と人材確保が必要となるなど、当面、収益よりも資金が先行するも

のと考えております。そのため、当該事業を推進するための当面の資金が必要になることから、当社は、平

成 26年 12月頃から、資金調達の方法の検討を開始しました。また、財務基盤を強化するために、金融機関

からの借入ではなく、資本性の資金調達を優先して検討してまいりました。その結果、以下に記載する経緯

により、割当予定先との間で本件第三者割当の合意に至りました。今回調達した資金につきましては、進行

中のクラウド・ソリューション新規事業に係る費用を中心に諸経費等、当社グループの事業化のための資金

に充当いたします。 

 

（２）本新株予約権付社債及び本新株予約権を選択した理由及び特徴 

本新株予約権付社債の発行に際しては、複数の金融機関からの提案を吟味した上で、調達手法と発行形態

に関して平成 26年 12月頃から慎重に検討を重ねて参りました。その結果、本新株予約権付社債の第三者割

当を通じた発行が、以下の理由から、現時点における最良の選択肢であると判断致しました。 

① 本新株予約権付社債の発行以外に、新規事業に係る資金を調達できる複数の調達手段を検討致しました

が、以下の理由から、選択肢から除外致しました。 

（ア） 公募増資、第三者割当増資等による普通株式の発行は、株式価値の希薄化を一時に引き起こし、

既存株主の利益を大きく損なう恐れがあることや、配当コスト、当社の株主資本の現時点での

十分性等に鑑み、選択肢として適切ではないと判断致しました。 

（イ） 普通社債の発行は、金利負担が発生し、本新株予約権付社債の発行と比べて金利コストが高い

と判断致しました。 

（ウ） 金融機関からの借入は、金利負担が発生し、本新株予約権付社債の発行と比べて金利コストが

高いと判断致しました。 

 

② 一方で、本新株予約権付社債の発行は、①に記載した他の調達手段との比較において、以下のメリット

があると判断し、調達手段として採用致しました。 

（ア） 本新株予約権付社債を発行することにより、当社は、本新株予約権の発行に先立って、資金を

アップフロントで調達することが可能となります。また、本新株予約権が行使されることによ

り、その後の事業資金を確保することが可能となります。 

（イ） 本新株予約権付社債はゼロ・クーポンで発行されるため、金利コストの最小化を図った調達が

可能となります。 

（ウ） 本新株予約権付社債は転換価額が固定しているため、発行後の一株当たり利益の希薄化を一定

程度に抑制することができます。 

 

③ また、引受先のリスク軽減の要望を踏まえつつ当社の資金調達規模を増額するため、本新株予約権を発

行いたします。本新株予約権は、①に記載した他の調達手段との比較において、以下のメリットがある

と判断し、調達手段として採用致しました。 

（ア） 本新株予約権は行使価額が固定されているため、資金調達額は、発行後の当社株式の変動によ

り増減しません。 

（イ） 本新株予約権の目的である当社普通株式数は固定されており、最大交付株式数が限定されてい

ます。 
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３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 402,176,000円 

(内訳) 新株予約権付社債の発行による調達額 180,000,000円 

 新株予約権の発行による調達額 2,000,000円 

 新株予約権の行使による調達額 220,176,000円 

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 弁護士費用 1,000,000円 

信用調査費用 1,000,000円 

新株予約権付社債及び新株予約権の評価費用 2,000,000円 

登記費用 2,000,000円 

ファイナンシャル・アドバイザリー費用 20,000,000円 

合計 26,000,000円 

③ 差 引 手 取 概 算 額 376,176,000円 

（注）１．発行諸費用の概算額には消費税等は含まれておりません。 

２．発行諸費用のうち主なものは、ファイナンシャル・アドバイザーであるボンズ・アドバイザリー有限責任事業組

合（住所：東京都新宿区荒木町 23-3 第 10大鉄ビル 3階 代表者：服部保利）への業務委託費用 20百万円、

弁護士費用、評価機関等への報酬、反社会的勢力調査費用、登記費用であります。 

３．本新株予約権の行使期間内に一部又は全部の行使が行われない場合には、上記差引手取概算額は減少します。 

４．当社は、本件においてボンズ・アドバイザリー有限責任事業組合との間で業務委託契約を締結しており、本新株

予約権付社債及び本新株予約権の転換もしくは行使において実際に払込みを受けた場合に、払込み金額の 5%に

相当する金額を委託業務の対価として支払うものとされており、転換もしくは行使をされない場合は、委託業務

の対価の支払いは不要とされております。なお、当社が過去にボンズ・アドバイザリー有限責任事業組合と取引

を行った実績はありません。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

今後、ますます高度化が予想されるＩＴサービスは、従来のように単にプログラムを製造して引き渡すだ

けではなく、システムの運用や保全など、システム構築以降の事業全体を包括的に遂行できる機能が求めら

れています。 

このような状況下、当社グループは、ＩＴ業界における競争力を維持するため、今後大きく成長が見込め

るクラウド市場に参入することを経営課題と認識し、平成26年4月頃から取組んでまいりました。この結果、

以下に述べるような先進的なシステム開発を可能とする有望な要素技術を取入れ、顧客に提案することがで

きました。 

当社は、ユーザーインターフェースを確立することで競争力を高め、サービスやマネジメントを確立する

ことで収益力が高まるものと考えています。現在いずれの開発も未完成であり、当社の製品とするためには、

企業実務にそった操作性向上のためのユーザーインターフェースを開発すること（パッケージング）や、デ

ータ連携や整合性の確保（サービス）、システムの保全、運用・サポート（マネジメント）など、これらの要

素をトータルに完成させ顧客に提供することが求められます。そして早期に実現するため、OJT により高度

な人材を計画的に育成することで、企業の情報化ニーズに包括的に応えることが可能となります。 

これら当社の目指す製品を確立する過程において資金が先行するため、資金調達が必要であると考えてお

ります。 

 

[本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行による調達資金の資金使途］ 

① ビッグデータ解析ソリューション技法の製品化（トータルソリューション化） 

装置産業において、企業の設備機器から発信される情報量は膨大であり、これまで保存する技術や、

保存された情報を高速に閲覧する技術が不足していたため、企業は付加価値が潜在している可能性を認

識しつつ廃棄せざるを得ませんでした。 

当社は、ノイズの多い大量のデータを高速に解析できる要素技術（注 1）に着目し、集約を行いモジュ

ール化したことで、ある企業において試験的に採用いただくことが決まりました。今後、当該技術を本
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格的に採用いただくため、更なる技術革新を行うことを考えております。そのためには徹底的なテスト

検証と設計開発を繰り返す必要があります。平成 27年度中にサービス開始を想定し、かかる期間を 12

ヶ月、担当する技術者を延べ 120 人（1ヶ月当たり 10人、現行 4名体制に社内外から 6 名増強）と想

定いたしました。 

当社は、顧客に技術者の役務サービスを提供し、その対価として顧客から代金を得る、いわゆるタイ

ムチャージの料金体系が一般的です。現行体制を含め本件を担当する技術者は全員専任であり、かかる

期間は顧客へタイムチャージすることができず、支出する費用に対して収入を得ることができません。

このため本件を専任する技術者延べ 120人相当の支出（1人当たり平均人件費 540,000円）に要する資

金として 65百万円を見込んでおります。 

 

（注１） NoSQLや hadoop等の大規模分散データ管理システムを利用します。この技術を有効に利用すれば、例え

ば Googleが世界中の用語を瞬時に検索できると同様に、企業内データを瞬時に集計、判定することが可

能となります。 

・NoSQL ：データベース管理システムをいいます。従来の関係性を重視したデータベース管理システムではなく、関

係性を重視しないことから大規模データの管理に有用とされています。 

・hadoop ：莫大なデータを複数のサーバで分散処理できるオープンソース・ソフトウェアをいいます。 

 

② モダナイズ技法の製品化（トータルソリューション化） 

1980 年代から本格的な情報化社会が始動し、現在までの間、企業をはじめ個人や社会には膨大なプ

ログラムやデータベースが存在しています。しかしながら、この間のハードウェアの進化はソフトウェ

アの継承を伴わず、結果としてプログラムやデータベースなどソフトウェア資産は劣化するばかりでし

た。 

当社は、老朽化したソフトウェア資産を最新のアーキテクチャーに変換する要素技術（注 1）に着目し、

集約を行いモジュール化することで複数の企業から高い関心をいただいております。この期待に応える

ため、更なる技術革新を行うことを考えておりますが、そのためには多様なコンピュータ環境を網羅的

に検証する必要があります。平成 27年度中にサービス開始を想定し、かかる期間を 12ヶ月、担当する

技術者を延べ 120人（1ヶ月当たり 10人、現行 4名体制に社内外から 6名増強）と想定いたしました。 

当社は、顧客に技術者の役務サービスを提供し、その対価として顧客から代金を得る、いわゆるタイ

ムチャージの料金体系が一般的です。現行体制を含め本件を担当する技術者は全員専任であり、かかる

期間は顧客へタイムチャージすることができず、支出する費用に対して収入を得ることができません。

このため本件を専任する技術者延べ 120人相当の支出（1人当たり平均人件費 540,000円）に要する資

金として 65百万円を見込んでおります。 

 

（注１）ブラックボックス化した古いシステムを、非破壊的に新しいシステムへ移行する技術です。プログラム

等データ変換技術は米国など海外先進企業に学びつつ、日本独自のシステム慣習に合せたプロジェクト

マネジメントを含む総合的な技術開発をいいます。 

 

③ 先進的技術者育成にかかる人材開発 

ビッグデータの解析やモダナイゼーションを担える技術者は、従来の顧客企業の仕様に基づくシステ

ム開発だけではなく、インメモリ技術（列志向データベース）や非構造化データなど専門的かつ幅広い

技術を必要とします。 

具体的には次のとおりです。 

・CloudWatch「クラウドウォッチ」 ········ クラウドの動作記録・トレース機能 

・Redshift「レッドシフト」 ·············· ビッグデータ管理システム 

・Data Pipeline「データパイプライン」 ··· データ駆動型ワークフローのマネジメント機能 

・Lambda「ラムダ」 ····················· イベント駆動型リソース変更ツール 

・Azure Docker「アジュール・ドッカー」 ·· コンテナ型仮想サーバ 
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当社は、このような高度な技術者を平成 27 年度中に 5 名程度、OJT により育成することを考えてい

ます。OJT にかかる期間は、顧客へタイムチャージすることができず支出に対する収入はありません。

これら OJTにかかる費用として 35百万円を見込んでいます。 

 

［本新株予約権の行使による調達資金の資金使途］ 

① ビックデータ解析ソリューション技法の量産化 

本技法は、特定企業の導入を目的に開発されるため、当該企業と同じ業種業態への導入は見込めるも

のの、広く普及を目指すためには汎用的な利用を可能とするシステム改修が必要となります。今後、あ

らゆる産業において IOT（注 1）の活用が進み、社会や企業の情報はますますデータセンターへと集約

されることから、膨大なデータの解析ニーズは今後とも拡大するものと考えられます。このように当社

は、可能な限り多くの業種で汎用的に活用できる解析技法のシステム改修に向け共通で利用できるソフ

トウェアモジュールの設計開発や、業種ごとに特化して開発すべきソフトウェアモジュールの設計開発

など、更なる技術革新を行う必要があります。平成28年度から平成29年度に他業種への導入を想定し、

かかる期間を 12ヶ月、担当する技術者を延べ 126人（1ヶ月当たり 10.5人）と想定し、人件費の総額

を 68百万円見込んでおります。 

 

(注 1)IOT：インターネット・オブ・シングス、自動車や家電、工場設備など様々な「モノ」をインターネッ

トに接続し、それにより取得した情報を使い動作の制御や分析する仕組みです。 

 

② モダナイズ技法の量産化 

本技法を更に普及させるためには、老朽化したソフトウェア資産を最新化するだけではなく、新しく

なったアプリケーション環境の最適化（使用されていないプログラムの抽出や類似処理の摘出など）を

促し、そのために必要となる情報を提供する仕組みを開発するなど、更なる技術革新を行う必要があり

ます。平成 28年度から平成 29年度に追加開発を終えることを想定し、かかる期間を 12ヶ月、担当す

る技術者を延べ 126人（1ヶ月当たり 10.5人）と想定し、人件費の総額を 68百万円見込んでおります。 

 

③ 先進的技術者育成にかかる継続的な人材開発 

ビッグデータの解析やモダナイゼーションを担える技術者は継続的に育成する計画であることから

2年目以降の 2年間で延べ 11.5名の育成にかかる OJT費用として 75百万円見込んでおります。 

OJTにかかる期間は、顧客へタイムチャージすることができず支出に対する収入はありません。これ

ら OJTにかかる費用として 75百万円を見込んでいます。 

なお、調達する資金のうち、本新株予約権の行使による調達額につきましては、本新株予約権が行使

されない場合又は本新株予約権を消却した場合には、当初計画通りに資金調達ができない可能性があり

ます。その場合には、①ビックデータ解析ソリューション技法の量産化、②モダナイズ技法の量産化、

③先進的技術者育成にかかる継続的な人材開発の順で優先的に資金充当いたします。 

 

＜本新株予約権付社債＞ 

 具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

①  ビッグデータ解析ソリューション技法の製品化 65 
平成 27年 3月～ 

平成 28年 2月 

②  モダナイズ技法の製品化 65 
平成 27年 4月～ 

平成 28年 3月 

③  先進的技術者育成にかかる人材開発 35 
平成 27年 4月～ 

平成 28年 3月 
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＜本新株予約権＞ 

 具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

①  ビッグデータ解析ソリューション技法の量産化 68 
平成 28年 4月～ 

平成 29年 3月 

②  モダナイズ技法の量産化 68 
平成 28年 4月～ 

平成 29年 3月 

③  先進的技術者育成にかかる継続的な人材開発 75 
平成 28年 4月～ 

平成 30年 3月 

（注1） 本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る金額の合計は、払込金額の総額から発行諸費用の概算額を控除した

額であります。 

（注2） 本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、行使

価額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。 

（注3） 新株予約権の行使が早期に行われた場合には、各事業の進捗状況に応じて、適宜、上記表に記載の時期よりも前

倒で資金充当する可能性があります。前倒で資金充当する必要がない場合には、当社銀行口座にて管理いたしま

す。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

この度、本新株予約権付社債の発行に係る調達資金により、株主資本を増強することができ、財務体質の

健全性及び信用力の向上が図られるものと考えております。これにより取引先や金融機関の与信判断にも好

材料であるため当社の収益性の向上に資するものであり、合理的な使途であると判断しております。 

また、今回の資金調達によって、当面の研究開発費等の確保及び事業化計画に必要な資金の確保を行うこ

とで、新たなソリューション事業によって付加価値の高いサービスが可能となり、純損失計上が連続してい

る収益体質からの脱却や、将来に向けての事業拡大へと寄与するものと考えております。 

係る企業価値の向上は、既存株主の皆様の利益保護に繋がるものと考えており、本件第三者割当による資

金使途には合理性があると判断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

① 本新株予約権付社債の払込金額の算定根拠 

転換価額につきましては、割当予定先である本引受人との間での協議を経て、本件第三者割当に係る取締

役会決議日の前営業日（平成 27年 2月 10日）の株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普

通株式の普通取引の終値である 197円から 6.60％ディスカウントした 184円といたしました。 

なお、当該直前営業日までの 1か月間の終値平均 199.43円に対する乖離率は△7.74％、当該直前営業日

までの 3か月間の終値平均 203.57円に対する乖離率は△9.61％、当該直前営業日までの 6か月間の終値平

均 215.02円に対する乖離率は△14.43％となっております。 

当社といたしましては、当社を取り巻く事業環境を考慮し、平成 27年 2月 6日に開示致しました平成 27

年3月期第3四半期決算短信における当社の業績及びその予測を織り込んだ本件第三者割当に係る取締役会

決議日の前営業日の市場価格が当社の株式価値を反映していると考えることから、当該株価が当社普通株式

の適正な価格であると判断し、197 円を基準価格として設定し、この価格から 6.60％ディスカウントした

184円を転換価額といたしました。 

転換価額のディスカウント率を 6.60％とした経緯と致しましては、当社と割当予定先との転換価額にお

ける交渉の経緯として、平成 27 年 3 月期の当社の業績予想について最初に開示しました平成 26 年 5 月 9

日の翌営業日以降の期間における 160円から 310円までの株価推移を前提として、転換価額の交渉を行いま

したが、割当予定先と協議を続けた結果、既存株主への株式の希薄化、転換価額の影響度を慎重に検討しつ

つも、当社としては、何らかの資金調達手段を確保しなければ新たな事業展開の実現が厳しいものとなるた

め、転換価額についても本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されず、ゼロ・クーポンであること

を踏まえ発行条件の調整を行った結果によるものとなります。 
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また、当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、独立した第三者

機関である公認会計士三嶋良英事務所（住所：福岡県福岡市中央区大名 2丁目 10番 4号シャンボール大名

D-606 代表者：三嶋良英）に対して本付属新株予約権の価値算定を依頼したうえで、当該評価機関より本

付属新株予約権の評価報告書を取得しております。今回の評価においては、一般的な価格算定モデルである

モンテカルロ・シミュレーションを採用し、基準となる当社株価 197円、転換価額 184円、当社普通株式の

価格変動性（ボラティリティ）106.40％（平成 25年 2月 12日～平成 27年 2月 10日の日次株価を利用し年

率換算して算出）、権利行使期間 2 年、リスクフリーレート 0.045％（評価基準日における 2 年物国債レー

ト）、配当率 0％、繰上償還条項、本付属新株予約権の行使に伴う株式の希薄化、当社株式の流動性等を参

考に公正価値評価を実施し、本付属新株予約権 1個につき 163,635円との算定結果を得ております。 

以下、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の前提となる各条件について記載致します。 

ⅰ．割当先の権利行使については、本新株予約権付社債の発行日以降、行使期間最終日（平成 29 年 3 月 3

日）または発行体による繰上償還日までの間に株価が転換価額を上回っている場合は 1個ずつ株式転換を行

い、転換した株式を全て売却するまでは次の株式転換を行わないものと仮定しております。 

 

ⅱ．本付属新株予約権については、基本的には引受先からの権利行使を前提としておりますが、以下の条件

の場合には、当社による本新株予約権付社債の繰上償還条項（以下「繰上償還条項」といいます。）が発動

され、以降本付属新株予約権を行使することができなくなるとの前提を置いております。 

本新株予約権付社債の繰上償還条項は、本新株予約権付社債の発行日から 20営業日を経過した日以降い

つでも、株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引の終値が 10営業日（終

値（気配値を含む。）のない日を除く。）連続して本付属新株予約権の転換価額の 135％となる 248円を超過

した場合に、当社が発動日から 5営業日前の通知を行うことにより発動することとしております。本新株予

約権付社債の繰上償還が行われた場合、償還日以降、本付属新株予約権の行使は認められませんので、繰上

償還条項があるということは、株価上昇に伴い本付属新株予約権の価値が上昇しているにも関わらず発行体

の任意により本付属新株予約権の取得及びその消却が行われることになり、割当先にとっては投資的・経済

的な観点からはデメリットといえます。よって繰上償還条項があるということは、発行体の選択により株価

上昇した場合に本付属新株予約権を発行体が取得できるというオプションを本付属新株予約権の引受人が

発行体に付与していることと同一であり、本付属新株予約権の価格を減価する要因となります。当社は、繰

上償還条項がない場合についてもこれまでの検討段階において価格算定の概算を行っており、繰上償還条項

がある場合と比べ本付属本新株予約権の価値が高く評価されることを確認しております。なお、発行体によ

る繰上償還には償還資金が必要であるため、発行体に償還資金がない場合には、実際は本新株予約権社債を

繰上償還することができませんが、本前提条件においては何らかの方法により償還資金を調達して償還する

と仮定しております。 

第三者機関である公認会計士三嶋良英事務所により、本件第三者割当に係る取締役会決議日の前営業日の

終値を基準として算定した繰上償還条項がない場合の本付属新株予約権の評価結果によると、繰上償還条項

がある場合と比べ本付属新株予約権の1個当たりの価値が3,017,759円となり2,854,124円高く評価されて

おります。 

 

ⅲ．本新株予約権付社債の社債権者による繰上償還条項（以下「繰上償還請求条項」といいます。）につい

ては、発行体が上場廃止もしくはそれに準ずると想定される事態にならない限り繰上償還請求条項を行使す

る意思はないと本新株予約権付社債の社債権者が口頭にて表明していることから、本付属新株予約権の査定

上、繰上償還請求条項を加味しておりません。 

 

ⅳ．株価の希薄化については、時価よりも低い行使価額で新株を発行することによる、1株当たり企業価値

の希薄化の影響を下記の算定式により考慮しております。 

行使後の株価＝（行使時株価×発行済株式総数（自己株式除く）+行使価額×行使による発行株式数）÷

（発行済株式総数（自己株式除く）＋行使による発行株式数） 
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ⅴ．株式の流動性については、転換により取得した株式を 1営業日あたり 4,900株（最近 2年間の日次売買

高の中央値である 32,850株の 15%）ずつ売却できる前提を置いております。日次売買高の 15%という数値に

つきましては、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」の 100％ルール（自己株式の買付けに伴う相

場操縦等により市場の公正性・健全性が損なわれないよう、取引高を売買高の 100%を上限とする規制）を

参照し、市場環境への影響を鑑みて取引上限高である 100%のうち平均してその 10%～20%程度の自己株式の

取引が市場でなされると想定し、その水準の取引高は市場価格への影響が軽微であること、また新株予約権

の評価を行う一般的な算定機関において通常利用している数値でもあることから日次売買高の 15%という

数値を採用したことは妥当であると考えております。 

 

ⅵ．その上で、当社は本新株予約権付社債に本付属新株予約権を付することにより当社が得ることのできる

経済的利益すなわち本付属新株予約権の実質的な対価と本付属新株予約権の公正価値とを比較し、本付属新

株予約権の実質的な対価が本付属新株予約権の公正価値を大きく下回る水準ではなく、本付属新株予約権の

発行が特に有利な条件に該当しないと判断いたしました。当社が円滑な第三者割当増資により財務基盤を拡

充することにより企業価値の向上を図ることは、既存株主の利益に資すると考えられることから、本新株予

約権付社債の発行は合理性があり妥当であると考えております。 

 

なお、当社監査役の全員（腰塚弘、松井隆佳及び細川雄介）は、有利発行が問題となった、公刊物に掲載

された事例の分析をすることを通じて新株予約権付社債の有利発行該当性の判断の視点を定めることとし、

過去の判例における事例でも、新株予約権部分の払込価額を無償とする新株予約権付社債を発行した場合に

おいては、「新株予約権の実質的対価」と「新株予約権の公正な価値」とを比較し、前者が後者を大きく下

回るときは、原則として、有利発行に該当すると判断されています。この場合における「新株予約権の公正

な価値」が、現在の株価、権利行使価額、行使期間、金利、株価変動率等の要素をもとにオプション評価理

論に基づき算出された新株予約権の発行時点における価額（オプション価額をいう。）とされていることに

鑑み、当社が本新株予約権の公正価値評価を外部の当社と現在取引関係のない独立した第三者機関である公

認会計士三嶋良英事務所を起用して取得した本付属新株予約権の公正価値評価額（5,890,847円）が新株予

約権の実質的対価である利息相当額（6百万円程度）を下回るため、過去の判例において、有利発行が問題

となった事例とは異なり、本付属新株予約権の発行は有利発行に該当せず適法であるとの結論を導いており

ます。 

 

② 本新株予約権の払込金額の算定根拠 

本新株予約権の発行価額については、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間での締結が予定され

る本契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを

基礎とした第三者評価機関である公認会計士三嶋良英事務所による評価報告書による算定結果（本新株予約

権 1 個につき 44,322円）を参考に、本新株予約権の 1個当たりの払込金額を 50,000円といたしました。 

今回の評価においては、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを採用し、基準

となる当社株価 197円、権利行使価額 198円、ボラティリティ 106.40%（平成 25年 2月 12日～平成 27年 2

月 10日の日次株価を利用し年率換算して算出）、権利行使期間 2年、リスクフリーレート 0.045％（評価基

準日における 2 年物国債レート）、配当率 0％、当社に付された取得条項、新株予約権の行使に伴う株式の

希薄化、当社株式の流動性等を参考に公正価値評価を実施し本新株予約権 1個につき 44,322円との算定結

果を得ております。 

また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京

証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引の終値の 197円を参考とし、行使価額を 198

円（プレミアム率は 0.51%）といたしました。なお、当該直前営業日までの 1 か月間の終値平均 199.43 円

に対する乖離率は△0.72％、当該直前営業日までの3か月間の終値平均203.57円に対する乖離率は△2.73％、

当該直前営業日までの 6か月間の終値平均 215.02円に対する乖離率は△7.91％となっております。 

取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の終値

を参考値として採用いたしましたのは、平成 27年 2月 6日に開示致しました平成 27年 3月期第 3四半期決

算短信における当社の業績及び平成 27年 3月期の業績予想が織り込まれていると判断したためであり、当
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社の業績動向、当社の株価動向、及び割当予定先の保有方針等を考慮しつつ、割当予定先との交渉の結果、

197円を参考値とすることを決定いたしました。 

以下、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の前提となる各条件について記載致します。 

 

ⅰ．割当先の権利行使については、本新株予約権の発行日以降、行使期間最終日（平成 29年 3月 3日）ま

たは発行体による取得条項発動日までの間に株価が行使価額を上回っている場合は 1 個ずつ権利行使を行

い、取得した株式を全て売却するまでは次の権利行使を行わないものと仮定しております。また、本付属新

株予約権による株式転換又は本新株予約権付社債の繰上償還が終了するまでは本新株予約権の行使による

株式の取得を行わないと仮定しております。 

 

ⅱ．取得条項があることは、割当先にとっては、株価上昇に伴い新株予約権の価値が上昇しているにも関わ

らず発行体の任意による新株予約権の取得及びその消却が行われると、投資的・経済的な観点からはデメリ

ットといえます。よって、取得条項があることは本新株予約権の価値を減価する要因の一つとなります。当

社の取得条項の発動前提は、本新株予約権の割当日から 20営業日を経過した日以降いつでも、株式会社東

京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引の終値が 10営業日（終値（気配値を含む。）

のない日を除く。）連続して本新株予約権の行使価額の 135％となる 267円を超過した場合で、かつ、当社第

1回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部が償還または株式転換されている場合に、発動日から 5営業

日前の通知をもって発動することとしております。当社は、取得条項がない場合についても価格算定の結果

を取得しており、取得条項がある場合と比べ本新株予約権の価値が高く評価されることを確認しております。 

第三者機関である公認会計士三嶋良英事務所により、本件第三者割当に係る取締役会決議日の前営業日の

終値を基準として算定した取得条項がない場合の本新株予約権の評価結果によると、取得条項がある場合と

比べ本新株予約権の 1個当たりの価値が 2,997,029円となり 2,952,707円高く評価されております。 

 

ⅲ．株価の希薄化については、時価よりも低い行使価額で新株を発行することによる、1株当たり企業価値

の希薄化の影響を下記の算定式により考慮しております。 

行使後の株価＝（行使時株価×発行済株式総数（自己株式除く）+行使価額×行使による発行株式数）÷

（発行済株式総数（自己株式除く）＋行使による発行株式数） 

 

ⅳ．株式の流動性については、権利行使により取得した株式を 1営業日あたり 4,900株（最近 2年間の日次

売買高の中央値である 32,850株の 15％）ずつ売却できる前提を置いております。日次売買高の 15%という

数値につきましては、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」の 100％ルール（自己株式の買付けに

伴う相場操縦等により市場の公正性・健全性が損なわれないよう、取引高を売買高の 100%を上限とする規

制）を参照し、市場環境への影響を鑑みて取引上限高である 100%のうち平均してその 10%～20%程度の自己

株式の取引が市場でなされると想定し、その水準の取引高は市場価格への影響が軽微であること、また新株

予約権の評価を行う一般的な算定機関において通常利用している数値でもあることから日次売買高の 15%

という数値を採用したことは妥当であると考えております。 

 

ⅴ．その上で、当社は本新株予約権の公正価値（1個当り 44,322円）と本新株予約権の払込金額（1個当り

50,000 円）を比較し、本新株予約権の払込金額が本新株予約権の公正価値を大きく下回る水準ではなく、

本新株予約権の発行が特に有利な条件に該当しないと判断いたしました。 

 

なお、当社監査役の全員（腰塚弘、松井隆佳及び細川雄介）は、有利発行が問題となった、公刊物に掲載

された事例を分析することを通じて本新株予約権の有利発行該当性の判断の視点を定めることとし、過去の

判例におけるいずれの事例でも、発行時点における新株予約権の公正な価値と取締役会において決定された

新株予約権の払込金額とを比較し検討を行っております。また、検討の結果、後者が前者を大きく下回ると

きは、原則として、有利発行に該当すると判断されていることから、この場合における「新株予約権の公正

な価値」が、現在の株価、権利行使価額、行使期間、金利、株価変動率等の要素をもとにオプション評価理

論に基づき算出された新株予約権の発行時点における価額（オプション価額をいう。）とされていることに
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鑑み、当社が本新株予約権の公正価値評価を外部の当社と現在取引関係のない独立した第三者機関である公

認会計士三嶋良英事務所を起用して取得した算定評価に基づき、本新株予約権の発行価額が算定された本新

株予約権の公正価値評価額（44,322 円）を上回る金額として決定されていることから、過去の判例におい

て、有利発行が問題となった事例とは異なり、本新株予約権の発行は有利発行に該当せず適法であるとの結

論を導いております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権付社債の転換価額における潜在株式数は 978,228株となり、本新株予約権の行使により最大

1,112,000株の新株式が発行され、これらを合算した 2,090,228株に係る議決権数（20,902個）の当社総議

決権数に対する希薄化率は 23.12％（全部転換・行使後において総議決権数に占める割合は 18.78％）とな

ります。 

また、①本新株予約権付社債及び本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数 2,090,228株に対

し、当社株式の過去 6ヶ月間における 1日当たり平均出来高 73,439株は最大交付株式数の 3.51%でありま

す。本新株予約権付社債及び本新株予約権の行使により発行される株式につき、割当予定先であります本引

受人は長期保有の方針ではなく、株価の状況や市場での株式取引状況を鑑みながら市場にて売却していく方

針であります。一方、本新株予約権付社債及び本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数

2,090,228株を行使期間である 2年間（250日／年営業日で計算）で行使売却するとした場合の 1日当たり

の数量 4,180 株となり、上記 1 日当たりの平均出来高の 5.69％となるため、株価に与える影響は限定的か

つ、消化可能なものと考えております。また、割当先は市場への影響を常に留意している旨を、割当先の当

社への投資方針を確認するため割当先より受領した「ドリーム 7号投資事業有限責任組合の投資運営方針」

で述べており、本新株予約権付社債の転換行使後の当社普通株式及び本新株予約権の行使による当社普通株

式の売却株数については、1日あたり売却株数は、直近の一定期間の 1日当たり平均出来高の 15％以下を目

途に売却する予定であること及び「６．(4)割当予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容」

に記載のとおり、新株予約権付社債と新株予約権行使にタイムラグがあること、②本新株予約権付社債につ

いては発行日から 20営業日を経過した日以降いつでも、株式会社東京証券取引所ジャスダック市場におけ

る当社普通株式の普通取引の終値が 10営業日（終値（気配値を含む。）のない日を除く。）連続して本付属

新株予約権の転換価額の 135％となる 248円を超過した場合、当社取締役会が本新株予約権付社債を繰上償

還する日（以下「繰上償還日」という。）を定めたときは、繰上償還の対象となる本新株予約権社債の社債

権者に対し、繰上償還日の通知又は公告を当該繰上償還日の 5営業日前までに行うことにより、繰上償還日

の到来をもって、当該繰上償還日に残存する本新株予約権社債の全部又は一部を額面 100円につき 100円で

償還することが可能であること、及び③本新株予約権については本新株予約権の割当日から 20営業日を経

過した日以降いつでも、株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引の終値

が 10 営業日（終値（気配値を含む。）のない日を除く。）連続して本新株予約権の行使価額の 135％となる

267 円を超過した場合で、かつ、当社第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部が償還または株式転

換されている場合、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を定めたときは、

取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 5営業日前ま

でに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権 1個につき本新株予約権 1個当たりの払込価額

と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することが可能であることから、本新

株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使により発行され得る株式数は市場に過度の影響を与える規

模ではないものと考えております。 

当社といたしましては、今後の更なる事業拡大が可能となり、企業価値及び株主価値の向上も見込まれる

ことから、本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る株式の発行数量及び希薄化の規模は合理的であると

判断しております。 

このような考えのもと、本日開催の当社取締役会において、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行

について十分に討議、検討を行い、出席取締役全員の賛成により決議されたものであります。なお、当社は、

二重橋法律事務所（住所：東京都千代田区丸の内三丁目 4番 代表者：大塚和成）を法務アドバイザーとし

て選任し、本件第三者割当の適切な手続及び意思決定の方法・過程等について、法的助言を受けております。 
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６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

 

（１） 名称 ドリーム7号投資事業有限責任組合 

（２） 所在地 東京都千代田区神田錦町3－19神田錦ＮＲビル6階 

（３） 設立根拠等 投資事業有限責任組合に関する法律 

（４） 組成目的 国内の会社等への投資を実行しキャピタルゲインを得ることを目的とする 

（５） 組成日 平成25年5月1日 

（６） 出資の総額 210,200,000円（平成27年2月5日現在） 

（７） 

出資者・出資比率・ 

出資者の概要 

35.68% 勝山 博文 

35.68% 宮嶋 正邦 

23.78% 株式会社アクアテック 

4.76% 中村 好信 

0.05% モダンパス合同会社 

0.05% ニュース証券株式会社 

（８） 業務執行組合員（General Partner）の概要 

 名称 モダンパス合同会社 

所在地 東京都千代田区神田錦町３－１９神田錦ＮＲビル６階 

代表者の役職・氏名 代表社員 勝山博文 

事業内容 投資事業組合財産の運用、管理 

資本金の額 10万円 

（９） 当社との関係等 

 

上場会社（役員・役員

関係者・大株主を含む）

と当該ファンドの関係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問

わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当

該ファンドの出資者（原出資者を含む。）との間に特筆すべき資本関係・人

的関係・取引関係はありません。 

上場会社と業務執行組

合員の関係 

当社と当該ファンドの組合員との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・

取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当

該ファンドの組合員並びに当該ファンドの組合員の関係者及び関係会社と

の間には資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

当社は、割当予定先、割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等の反社会的勢力であるか

否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチ（住所：東京都港区赤

坂2-8-11-4F 代表取締役：羽田寿次）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調査報告

書において、当該割当予定先関係者が反社会勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上記のと

おり割当予定先、割当予定先の役員又は主要株主が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、別途

その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。なお、ニュース証券株式会社は、東京証券取

引所総合取引参加者資格を有しています。 

上記第三者調査機関による反社会的勢力等であるか否かの調査対象から除外しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、本資金調達を実施するにあたり、当社の事業内容及び今後の事業方針に対して理解いただき、ま

た、既存株主の株式価値の希薄化への配慮から本新株予約権付社債と本新株予約権とを合せて引受けていた

だけるか、さらに、反社会的勢力とのかかわりが一切ないことを確認できるか、という基準で、当社が上場

（平成 12年 12月）以来、資本戦略の助言を得ていたボンズ・アドバイザリー有限責任事業組合（以下、「ボ

ンズ社」といいます。）に対して割当先の選定に関して業務を委託し、複数の有力先から割当予定先を検討し

てまいりました。 
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このような状況下、当社はボンズ社から、平成 26年 12月に、ドリーム 7号投資事業有限責任組合の運用会社

であり、上場会社への投資実績豊富なモダンパス合同会社（以下、「モダンパス社」といいます。）代表社員

の勝山博文氏を紹介いただきました。モダンパス社は、ボンズ社がボンズ社の代表の元上司を通じて紹介さ

れた先で、モダンパス社は、以前より投資先企業があれば紹介いただきたいとボンズ社に対して依頼してお

りました。ボンズ社からモダンパス社を紹介された後、当社から、モダンパス社に対して経営戦略や事業方

針、資金需要等など現状説明を複数回実施したところ、平成 27 年 1 月にモダンパス社からドリーム 7 号投

資事業有限責任組合を主体とする本新株予約権付転換社債及び本新株予約権の組合せによる資金調達のご

提案をいただきました。モダンパス社は、幅広い経営コンサルティングや、数多くの資本戦略コンサルティ

ングを行うなど、ファイナンスに精通されています。また、当社の独立性を尊重しつつ、当社の成長戦略や

営業支援なども手掛け、当社の企業価値向上のために総合的に支援していただけると口頭により表明いただ

いたことから、ドリーム 7号当時事業有限責任組合を割当予定先として選定したものです。 

（３）割当予定先の保有方針 

割当予定先である本引受人から純投資を目的とすることや、当社の経営に関与する意思がないことを口頭

で確認しています。また、モダンパス社は、当社の事業遂行の状況、株価動向、市場への影響等に十分に配

慮しながら、本新株予約権付社債及び本新株予約権を行使及び売却する意向である旨、当社へ口頭で表明し

ています。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、本新株予約権付社債の発行及び本新株予約権の発行に係る払込みについて、割当予定先である本

引受人の組合出資金をもって払込みを行うと説明を受けております。 

当社は、割当予定先から提出された金融機関における預金通帳の写し及び残高証明書により割当予定先の

預金口座に本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額の合計に相当する 182百万円を上回る残高が確

保されていることを確認しております。また、本新株予約権の権利行使のために必要となる資金の確保

についても支障がない旨の説明を受けております。具体的には、当該残高から本新株予約権付社債及び

本新株予約権の発行価額の合計である 182百万円を控除した残余残高は、本新株予約権の行使に要する

払込金額の総額に相当する 220百万円を満たしておりませんが、まず、本新株予約権の行使をする前に、

本新株予約権付社債 180百万円を順次株式に転換し市場売却を行うことで資金の流動化を計る方針で

あるとのことです。その後、当初の払込資金である 182百万円を控除した投資事業有限責任組合残余資

金（約 19百万円）と、本新株予約権の行使により取得した当社普通株式を株式市場において売却した

資金により、本新株予約権の発行個数のうち大部分を行使し、その行使により取得した株式の売却とそ

の売却代金を用い、残りの本新株予約権を行使していく予定であるとのことです。当該スキームにより

本新株予約権を行使していくには、当社の株価が行使価額を上回っている水準で維持される必要があり

ます。しかし、本新株予約権付社債をすべて転換し、市場で売却すると、株価は下落し、本新株予約権

の行使ができなくなる可能性があります。割当先でありますドリーム 7号投資事業有限責任組合からは、

市場のインパクトを見ながら市場での当社株式売却を行う旨を口頭で確認しております。しかしながら、

本新株予約権については、その性質上、行使価額が市場価額を上回っている状況においては、行使が進まな

い状況になり、このような状況が継続する場合には、資金需要に沿った調達が困難になる可能性があり、そ

の場合においては、2年目以降の収益性の向上による早期の業績回復及び財務体質の改善に支障をきたす可

能性があります。また、そのような場合には、資金使途に記載した通りの資金の投下ができず、事業計画に

大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、本新株予約権が大幅に行使されない場合におきましては、

事業推進に影響を及ぼすと判断した場合、状況に応じて別途資金調達を検討いたします。その資金調達方法

等につきましては未定であります。 
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７．募集後の大株主及び持株比率 

 

募集前（平成 26年 9月 30日現在） 

ピー・シー・エー株式会社 14.10％ 

豊田 崇克 10.53％ 

有限会社ティ・エヌ・ヴィ 9.99％ 

ネクストウェア株式会社 5.87％ 

ネクストウェア従業員持株会 5.38％ 

ネクストウェア取引先持株会 3.19％ 

アセットシステム株式会社 2.31％ 

東京海上日動火災保険株式会社 2.00％ 

田 英樹 1.89％ 

ネクストウェア役員持株会 1.82％ 

（注）１．上記の割合は、少数点以下第 3位を四捨五入し小数点以下 2桁までの割合です。 

２．持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しております。 

３．今回発行される本新株予約権付社債及び本新株予約権は、行使までは潜在株式として割当予定先に

て保有されます。割当予定先であるドリーム 7号投資事業有限責任組合より、本新株予約権付社債の転

換及び本新株予約権並びにその行使により取得する当社株式を、当社の企業価値を向上させ、株式価値

を向上させることを十分に考慮し、かかる目的の達成状況を踏まえながら、株式を売却することにより

利益を得る純投資の方針に基づき保有する旨及び当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思はな

く、また、当社株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行う旨の「ドリーム 7号投

資事業有限責任組合の投資運営方針」を受領しております。このため、同社の本新株予約権付社債の転

換及び本新株予約権の行使により取得する当社株式の長期保有は見込まれない予定であり、募集後の大

株主及び持株比率は記載しておりません。 

 

８．今後の見通し 

本件第三者割当が当社業績に与える具体的な影響額については、現時点では未定であり、確定次第速やか

に開示いたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本新株予約権付社債及び本新株予約権の第三者割当は、①発行済株式に係る議決権の総数に対する比率が

25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと（本新株予約権すべてが権利行使された場

合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、東京証券取引所の定める上場規程第

432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 
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10．最近 3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近 3年間の業績（連結）             （単位：百万円。特記しているものを除く。） 

 平成 24年 3月期 平成 25年 3月期 平成 26年 3月期 

連 結 売 上 高 2,958 2,958 3,043 

連 結 営 業 利 益 △20 2 20 

連 結 経 常 利 益 △9 △6 12 

連 結 当 期 純 利 益 △30 △48 △55 

1 株当たり連結当期純利益（円） △3.39 △5.31 △6.12 

1 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） ― ― ― 

1 株当たり連結純資産（円） 51.32 46.56 41.41 

（注）１．△は損失を示しております。 

２．平成 25年 10月 1日付で普通株式 1株につき 100株の割合で株式分割を行っております。平成 24年 3月期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり連結当期純利益、1株当たり連結純資産を算定しております。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 26年 2月 10日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 9,607,000株 100.00％ 

本 新 株 予 約 権 付 社 債 に 

お け る 潜 在 株 式 数 
― 株 ― ％ 

本 新 株 予 約 権 に 

お け る 潜 在 株 式 数 
― 株 ― ％ 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近 3年間の状況 

 平成 24年 3月期 平成 25年 3月期 平成 26年 3月期 

始  値 7,850円 9,590円 9,140円 

高  値 15,600円 10,100円 
38,250円 

※281 

安  値 7,500円 7,900円 
9,000円 

※125 

終  値 9,570円 9,150円 ※137円 

（注）１．最高・最低株価は、平成 25年 7月 15日以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、平成 25年 7月 16日以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。 

２．※印は、株式分割（平成 25年 10月 1日、1株→100株）による権利落後の株価であります。 

 

② 最近 6ヵ月間の状況 

 
平成 26年 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

平成 27年 

1月 

 

2月 

始  値 243円 234円 207円 218円 202円 199円 

高  値 255円 264円 262円 222円 233円 201円 

安  値 227円 186円 201円 190円 189円 191円 

終  値 233円 210円 219円 202円 200円 197円 

（注）平成 27年 2月の株価については、平成 27年 2月 10日現在で表示しております。 
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③  発行決議日前営業日における株価 

 平成 27年 2月 10日 

始  値 196円 

高  値 197円 

安  値 194円 

終  値 197円 

 

（４）最近 3年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

 

11．発行要項 

 

＜本新株予約権付社債＞ 

 

別紙1のとおり。 

 

＜本新株予約権＞ 

別紙2のとおり。 

 

以 上 
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別紙 1 

 

ネクストウェア株式会社 

第 1回無担保転換社債型新株予約権付社債 

社債要項 

 

１． 募 集 社 債 の 名 称  ネクストウェア株式会社 

               第 1回無担保転換社債型新株予約権付社債 

              （転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下、「本新株予約権付

社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予

約権」という。） 

 

２． 募 集 社 債 の 総 額   金 180,000,000円 

 

３． 各募集社債の総額   金 5,000,000円の 1種 

 

４． 各募集社債の払込金額   金 5,000,000円（額面 100円につき金 100円） 

 

５． 各新株予約権の払込金額   本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない 

 

６． 新株予約権付社債の券面   本新株予約権付社債については、記名式とし、本新株予約権付社債を表章す

る新株予約権付社債券を発行しない。 

なお、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

 

７． 利 率   本社債には利息を付さない。 

 

８． 物上担保・保証の有無   本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されず、また、本新株予約権

付社債のために特に留保されている資産はない。 

 

９． 社債管理者の不設置    本新株予約権付社債は、会社法第 702条ただし書の要件を充たすものであり、

社債管理者は設置されない。 

 

10．社 債 の 払 込 期 日    平成 27年 3月 3日 

 

11．新株予約権の割当日    平成 27年 3月 3日 

 

12．償還の方法及び期限   

（1） 本社債は、平成 29年 3月 3日にその総額を額面 100円につき金 100円で償還する。ただし、

繰り上げ償還に関しては本項第（2）号乃至第（4）号に定めるところによる。 

（2） 当社は、当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交

換又は株式移転（当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組

織再編行為」という。）をすることを当社の株主総会で決議した場合（株主総会決議が不要な

場合は、取締役会決議をした場合。）、本新株予約権付社債の社債権者に対して、償還日から

30日以上 60日以内の事前通知を行った上で、当該組織再編行為の効力発生日以前に、その時

点において未償還の本社債の全部（一部は不可。）を本社債の額面 100 円につき金 100 円で繰

り上げ償還する。 
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（3） 本新株予約権付社債の発行後、本項（1）号の償還日の 50 営業日前まで（当日を含む。）のい

ずれかの 10連続営業日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所ジャスダ

ック市場における当社普通株式の普通取引の終値が 92 円を下回った場合には、本新株予約権

付社債の社債権者は、その選択により、当社に対して事前通知を当該 10 連続営業日の最終日

の翌営業日から 5営業日後の日まで（当日を含む。）の間に、償還日まで 50営業日以上の期間

を定めて行い、かつ当社の定める請求書に繰り上げ償還を請求しようとする本社債を表示し、

請求の年月日等を記載してこれを記名捺印した上、第 17 項記載の償還金支払場所（以下「償

還金支払場所」という。）に提出することにより、償還日においてその保有する本社債の全部

又は一部を額面100円につき金100円で繰り上げ償還することを当社に対して請求する権利を

有する。 

（4） 当社は、本新株予約権付社債の発行日から20営業日を経過した日以降いつでも、株式会社東京証

券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引の終値が 10 営業日（終値（気配値を

含む。）のない日を除く。）連続して本新株予約権の転換価額の 135％（248 円）を超過した場合、当

社取締役会が本新株予約権付社債を償還する日（以下「償還日」という。）を定めたときは、償還の対

象となる本新株予約権付社債の保有者に対し、償還日の通知又は公告を当該償還日の 5営業日前

までに行うことにより、償還日の到来をもって、当該償還日に残存する本新株予約権付社債の全部

又は一部を額面 100 円につき金 100 円で償還することができる。本新株予約権付社債の一部の取

得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、本新株予約権付社債

の保有者は、当社による本新株予約権付社債の償還日の前日まで本新株予約権を行使することが

できる。 

（5） 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前営業日にこれを繰り上げる。 

 

13．本新株予約権の内容 

（1） 社債に付された新株予約権の数 

    各本社債に付された本新株予約権の数は 1個とし、合計 36個の本新株予約権を発行する。 

（2） 本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

     本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権の行使請求により当社が

当社普通株式を交付する数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を本

項第（8）号記載の転換価額（ただし、本項第（9）号乃至第（11）号によって調整された場合

は調整後の転換価額）で除して得られる最大整数（以下「交付株式数」という。）とする。この

場合に 1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（3） 新株予約権を行使することができる期間 

     本新株予約権の新株予約権者は、平成 27年 3月 4日から平成 29年 3月 3日までの間（以下「行

使期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、①当社の選択に

よる本社債の繰上償還の場合は、償還日の 3 営業日前の日まで、②期限の利益の喪失の場合に

は、期限の利益の喪失時までとする。上記のいずれの場合も、平成 29年 3月 3日より後に本新

株予約権を行使することはできない。また、以下の期間については、行使請求をすることができな

いものとする。 

① 当社普通株式に係る株主確定日（株式会社証券保管振替機構「株式等の振替に関する業務規程」に

規定するものをいう。以下同じ。）の 3 営業日（振替機関の休業日等でない日をいう。以下同じ。）前の

日から株主確定日までの期間 

② 振替機関が必要であると認めた日 

③ 第 14 項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、

当社が、行使請求を停止する期間（当該期間は 1 か月を超えないものとする。）その他必要事項を当

該期間の開始日の 1か月前までに本新株予約権の新株予約権者に通知した場合における当該期間 
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（4） 新株予約権の行使の条件 

     当社が第 12項第（2）号及び第（4）号に基づき本社債を繰り上げ償還する場合、及び当社が本

社債につき期限の利益を喪失した場合には、当該償還日の 3 営業日前の日又は期限の利益喪失

日以降、本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。当社が第 12 項第（3）号記載

の社債権者の請求により本社債の全部又は一部を繰り上げ償還する場合には、所定の償還請求

書が行使請求受付場所に到着したとき以降、当該本新株予約権を行使することはできない。ま

た、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。 

（5） 本新株予約権の取得事由 

本新株予約権の取得事由は定めない。 

（6） 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

     本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とする。 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、交付株式数に本項第（8）号の転換価額

（ただし、第（9）号乃至（12）号によって調整された場合は調整後の転換価額）を乗じた額と

する。 

（7） 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

     本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第 17条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の 2分の 1の金額とし、計算の結果 1円未

満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資

本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

（8） 転換価額 

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる 1 株当

たりの額（以下「転換価額」という。）は、184円とする。 

（9） 転換価額の調整 

     当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第（10）号に掲げる各事由により当社の発行済普

通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転

換価額調整式」という。）により転換価額を調整する。 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転

換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 本項第（11）号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処

分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合 

調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に

株式の割当を受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以

降これを適用する。 

② 株式分割又は株式無償割当による当社普通株式を交付する場合 

調整後の転換価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日（基準日

を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。当社普通株式の無償割当について、

当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを

適用する。 

 

 

                         交付普通株式数×1株当たりの払込金額 

                既発行普通株式数＋          

時    価 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 

                   既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
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③ 本項第（11）号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される

証券（権利）もしくは取得させることができる証券（権利）、又は行使することにより当社普通

株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発

行する場合 

なお、新株予約権無償割当ての場合（新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同

じ。）は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。 

  調整後の転換価額は、発行される新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他

の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換又は

行使され当社の普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するもの

とし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当の効力発生日

の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日

がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付

株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で

発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使さ

れ当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該

対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

 

④ 本号③における対価とは、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行に際

して払込がなされた額（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、

その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して

新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使

に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。 

⑤ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、か

つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条

件としている時には、本号①乃至③に係らず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日

以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで（以下の算式において

「当該期間」という。）に、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法に

より、当社普通株式を交付するものとする。この場合に 1株未満の端数を生じたときにはこれを

切り捨て、現金による調整は行わない。 

 

 

 

 

 

（11） ①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を切り捨て

る。 

②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ 45 営業日目に

始まる 30営業日（終値のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所ジャスダック市場にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（気配値表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均

値の計算は、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を切り捨てる。 

③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当を受ける権

利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、

調整後の転換価額を適用する日の 1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日

における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。 

 

 

    （調整前転換価額－調整後転換価額）×調整前転換価額により当該期間内に交付された当社普通株式数 

株式数＝ 

                  調 整 後 転 換 価 額 
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④転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が 1 円未満にとどま

るときは、転換価額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする

事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整

前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 

（12） 本項第（10）号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価

額の調整を必要とするとき。 

③ 転換価額を調整すべき事由が 2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換

価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある

とき。 

（13） 本項第（9）号乃至第（12）号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面

によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他

必要な事項を本新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記

の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

（14） 本新株予約権の行使請求の方法 

本新株予約権の行使請求受付事務は、行使請求受付場所においてこれを取り扱う。 

①本新株予約権を行使請求しようとする社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使請求し

ようとする本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、請求の年月日等を記載してこ

れに記名捺印した上、行使請求期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。 

②行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回すること

ができない。 

（15） 本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した日に発生する。 

（16） 株式の交付方法 

       当社は、行使請求の効力発生後、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13年法律第 75号）及

びその他の関係法令に基づき、当該本新株予約権者が指定する口座管理機関における振替口座簿

の顧客口への記録を行うことにより株式を交付する。 

（17） 本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

 

14．担保提供制限 

（1） 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で発行す

る他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のため

にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付

社債とは、会社法第 2 条 22 号に提議される新株予約権付社債であって、それに係る社債を新

株予約権の行使に際して出資の目的とするものをいう。 

（2） 本項第（1）号に基づき設定した担保権が本新株予約権付社債を担保するに十分でないときは、

当社は直ちに本新株予約権付社債を担保するに十分な担保権を追加設定するとともに、担保権

設定登記手続きその他担保権の設定に必要な手続きを完了し、かつ、設定した追加担保権につ

いて担保付社債信託法第 41条第 4項の規定に準じて公告するものとする。 

 

15．期限の利益喪失に関する特約 

  当社は、次の各場合には本社債についての期限の利益を失う。 

（1） 当社が第 12項第（2）号の規定に違背したとき。 

（2） 当社が第 14項第（1）号の規定に違背したとき。 

（3） 当社が、前 2号以外の本要項の規定に違背し、本新株予約権付社債の社債権者から是正を求め

る通知を受領した後 30日以内にその履行又は是正をしないとき。 
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（4） 当社が本社債以外の債権（但し、次号の債権を除く 1 億円を超えるものに限る。）について期

限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。 

（5） 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁

済をすることができないとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社

が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができな

いとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 5億円を超えない場合は、このかぎりで

はない。 

（6） 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は解散（合

併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。 

（7） 当社が、破産、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令

を受け、又は解散（合併の場合を除く。）したとき。 

 

16．社債権者に通知する場合の公告 

   本社債の社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社は電子公告によ

りこれを行うものとする。ただし、自己その他やむを得ない事由により電子公告によることができない

ときは、日本経済新聞に掲載する。なお、法令に別段の定めがあるものを除き、公告の掲載に代えて社

債権者に対し直接に通知する方法によることができる。 

 

17．償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

   ネクストウェア株式会社 管理本部 

 

18．行使請求受付場所 

大阪府大阪市中央区三丁目 6番 3号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

 

19．譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

20．社債権者集会 

（1） 本社債及び本社債と同一の種類の社債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者集会は、

一つの集会として開催される。 

（2） 本種類の社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集

会の日より少なくとも 2 週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法

第 719条各号所定の事項を通知する。 

（3） 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 

（4） 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。）の 10分の 1以上にあたる本種類の社債を有する

本社債権者は、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面

を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。なお、当社

が有する本種類の社債の金額の合計額は本種類の社債の総額に算入しない。 

 

21．本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないこととする理由 

        本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、

本新株予約権の行使は本社債の現物出資によりなされ、かつ本社債が繰り上げ償還されると本新株予約権

の行使期間が終了しこれに伴い本新株予約権は消滅する等、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連す

ることを考慮し、また、当初の転換価額を前提とした本新株予約権に内在する理論的な経済的価値と、本

社債に本新株予約権を付した結果、本新株予約権付社債全体の発行に際し、本社債の利率、払込金額等の

その他の発行条件により当社が得ることのできる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭

の払込を要しないこととした。 
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22．募集の方法 

   第三者割当の方法により、ドリーム 7号投資事業有限責任組合に割り当てる。 

 

23．申込期間 

   平成 27年 3月 3日 

 

24．上記に定めるものの他、本新株予約権付社債に関し必要な事項は、代表取締役社長に一任する。 

 

25．上記各項については金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

以上 
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別紙 2 

 

ネクストウェア株式会社第 8回新株予約権 

 

発行要項 

 

１. 新株予約権の名称  ネクストウェア株式会社第 8回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

 

２. 本新株予約権の払込金額の総額  金 2,000,000円 

 

３. 申込期日          平成 27年 3月 3日 

 

４. 割当日及び払込期日  平成 27年 3月 3日 

 

５. 募集の方法  

第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権をドリーム 7号投資事業有限責任組合に割り当てる。 

 

６. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社の普通株式 1,112,000 株とし、本新株予約権 1 個の

行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する数

（以下「交付株式数」という。）は 27,800 株とする｡但し、本項第(2)号及び第(3)号により交付株式数が調整される

場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 

(2) 当社が第 10 項の規定に従って行使価額（第 9 項に定義する｡以下同じ。）の調整を行う場合には、交付株式数

は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及び調整

後行使価額とする。 

調整後交付株式数 ＝ 
調整前交付株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、

各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新

株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用

開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場

合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

７. 本新株予約権の総数  40個 

 

８. 本新株予約権 1個あたりの払込金額   金 50,000円 

 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額と

する。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式 1 株あたりの出資される財産の

価額(「行使価額」という。)は、当初 198円とする。但し、行使価額は第 10項の定めるところに従い調整されるもの

とする。 
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10. 行使価額の調整 

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる

場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価

額を調整する。 

    
既発行 
株式数 ＋ 

交 付 
株 式 数 × 

１ 株 あ た り 
払 込 金 額 

調 整 後 
行使価額 ＝ 

調 整 前 
行使価額 × 

１株あたりの時価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めると

ころによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する

当社普通株式を処分する場合（但し、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して

取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む｡）その他の証券又は権利の取得、転換又は行使による場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。以下同じ。）の翌

日以降、また、募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当をする場合 

調整後行使価額は、当該株式の分割又は無償割当てのための基準日（無償割当てのための基準日がない場

合には当該割当ての効力発生日とする。）の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若

しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行（無償割当の場合を含む。）する場合又は当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利を発行（無償割当の場合を含

む。）する場合 

調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利のすべてが当初の取得価額で取得され又は当

初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するも

のとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の

割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを準

用する。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 1 円未満にとどまる場合は、行

使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合

には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用す

る。 

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を切り捨てるものとする。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45 営業日目に始ま

る 30営業日（終値のない日を除く｡）の株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の

普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、

小数第 2位を切り捨てるものとする。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の 1 ヶ月前の日にお

ける当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とす

る。 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の

調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする

とき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。 
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③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日

その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やか

にこれを行う。 

 

11. 本新株予約権の行使期間 

平成 27年 3月 4日から平成 29年 3月 3日（但し、平成 29年 3月 3日が銀行営業日でない場合にはその前銀

行営業日）までの期間とする。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。 

① 当社普通株式に係る株主確定日（株式会社証券保管振替機構「株式等の振替に関する業務規程」に規定す

るものをいう。以下同じ。）の 3 営業日（振替機関の休業日等でない日をいう。以下同じ。）前の日から株主確

定日までの期間 

② 振替機関が必要であると認めた日 

③ 第14項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、

行使請求を停止する期間（当該期間は 1 か月を超えないものとする。）その他必要事項を当該期間の開始日

の 1か月前までに本新株予約権の新株予約権者に通知した場合における当該期間 

 

12. その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

 

13. 新株予約権の取得事由 

（1）当社は、本新株予約権の割当日から 20 営業日を経過した日以降いつでも、株式会社東京証券取引所ジャス

ダック市場における当社普通株式の普通取引の終値が 10 営業日（終値（気配値を含む。）のない日を除く。）

連続して本新株予約権の行使価額の 135％（267円）を超過した場合で、かつ、ネクストウェア株式会社第1回

無担保転換社債型新株予約権付社債の全部が償還または株式転換されている場合、当社取締役会が本新

株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約

権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 5営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、

本新株予約権 1個につき本新株予約権 1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約

権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合

理的な方法により行うものとする。 

（2）本新株予約権の新株予約権者は、前号の場合であっても、当社による本新株予約権の取得日の前日まで本

新株予約権を行使することができる。 

 

14. 合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、

新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転

（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権に代えて、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換

完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は、それぞれ、以下の条件に基づ

き本新株予約権の新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。 

(1) 新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

調整後の 1個未満の端数は切り捨てる。 

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1株未満の端数は切り上げる。 
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(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1円未満の端数は切り上げる。 

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織再編行為の場合の

新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件 

第 11項乃至第 14項、第 16項及び第 17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。 

 

15. 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

16. 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

 

17. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条第 1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2分の 1の金額とし（計算の結果 1円未満の端数を生じ

る場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加

する資本準備金の額とする。 

 

18. 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権の新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の

氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替

に関する法律（以下「振替法」という。）第 131 条第 3 項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記

載してこれに記名捺印したうえ、第 11項に定める行使期間中に第 20項記載の行使請求受付場所に提出しかつ、

かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を乗

じた金額（以下「出資金総額」という。）を現金にて第 21 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座（以下

「指定口座」という。）に振り込むものとする。 

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が第 20 項記載の行使請求受付場所に到着し、か

つ当該本新株予約権の行使に係る出資金総額が指定口座に入金された日に発生する。 

 

19. 株式の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第130条第1項に定めるところに従い、振替機

関に対し、当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。 

 

20. 行使請求受付場所 

大阪府大阪市中央区三丁目６番 3号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

 

21. 払込取扱場所 

株式会社三菱東京UFJ銀行 梅田中央支店 

 

22. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカル

ロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権 1個当たりの払込金額を 50,000円とした。さらに、本新

株予約権の行使に際して払込をなすべき額は第 9項記載のとおりとし、行使価額は、当初、当該発行に係る取締役
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会決議日の直前営業日（平成 27 年 2 月 10 日）の株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株

式の普通取引の終値 197円を参考に 198円とした。 

 

23. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な

措置を講じる。 

(2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一任する。 

(3) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していることを

条件とする。 

以上 

 


